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郡山市立富田小学校
５月16日に開催した大運動会では、競技や演技、応援や係活動をとおして、一人一人が
全力を出し切り、輝くことができました。
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みんなの幸せのために
　　　　みんなの笑顔のために

支部長あいさつ（退任のご挨拶）

日本教育公務員弘済会福島支部
　　　　　支部長　近 内 吉 隆

　日本教育公務員弘済会は1952年の創設以来、教職員の「助け合いの輪」を広げ、「最終受益者は子ど
もたち」を私たちの合言葉にして多くの公益事業を実施し、現在に至っています。
　今年度の福島支部の各事業につきましては、４月に発行した「事業のご案内」に詳しく掲載していま
す。教育振興事業では高校生等給付奨学金事業に2,200万円を予算化するなど、子どもたちや学校・教
職員の皆様の「笑顔」が見られるよう、多額の予算を投じています。また、福祉事業ではより多くの方が、
より応募しやすくなるよう工夫して準備しましたので、積極的にご利用いただければ幸いです。
　なお、これらの事業の財源は多くの教職員の皆様にご加入いただいている「教弘保険」の契約者配当
金が充てられています。引き続き皆様のご協力をお願いします。

　さて、私事ではありますが、この度、６月末日をもちまして支部長を退任することになりました。小
学校教員を定年退職後、弘済会参事・専任幹事・支部長を務めさせていただきましたが、振り返ってみ
るとあっという間の10年間でした。この間、各学校の校長先生をはじめとする教職員の皆様や各教育団
体の皆様、提携保険会社であるジブラルタ生命福島支社の皆様等に多大なご支援、ご協力を頂きました
ことに心から感謝申し上げます。今後とも新役員体制の下で、弘済会福島支部が子どもたちや教職員の
皆様のために事業を展開できますようお力をお貸しください。今まで本当にありがとうございました。

伏見伸一郎
（現南相馬市教育長） 柴口　正武 佐藤　英子
　この春、３年間務め
た参事の役を退任いた

しました。「学校を応援したい」とい
う思いでたくさんの学校を訪問し、助
成金交付式・説明会の機会をいただき
ました。どの学校でも温かく迎えてい
ただき、本当に感謝申し上げます。強
く心に残っているのは、校長先生方の
教育にかける熱い思いです。課題に真
摯に向き合い、子どもたちのために果
敢に挑戦されているお姿に深い感銘を
受けました。
　この４月からは南相馬市の教育長と
して学校を支える立場となりました。
弘済会での経験を活かし、「最終受益
者は子どもたち」という理念を胸に、
子どもたちの輝く未来のために力を尽
くす所存です。
　結びに、弘済会福島支部のさらなる
ご発展と、皆様のご健勝とご多幸を心
よりお祈り申し上げ、退任の挨拶とさ
せていただきます。ありがとうござい
ました。

　なみえ創成中学校で
定年退職をし、弘済会

の専任幹事となって５年目となりま
す。弘済会の各事業、それを支える教
弘保険とジブラルタ生命、さらには県
内の学校が抱える諸課題について、学
ぶとともにあらためて認識させていた
だきました。
　近内支部長の後を受け、７月より支
部長に就任することとなりました。
2012年に公益財団となり、より一層
幅広く事業を展開するようになった弘
済会ですが、近内支部長をはじめ先輩
の方々が築きあげてきた弘済会が、今
後も学校、子どもたちや教職員のみな
さまの力になれるよう取り組んでいき
たいと思いますので、よろしくお願い
いたします。

　今年度６月に弘済会
福島支部幹事会で承認

をいただき、７月より専任幹事に就任
することとなりました。この６月まで
は参事として、県北地区の小中学校を
中心に訪問させていただきました。前
期の教職員研修助成・児童生徒のため
の教育文化助成や後期の教育実践助成
などで各学校へお伺いする度に、多く
の皆様から感謝の言葉をよせていただ
き、本当に皆様のお役に立っているこ
とを実感し、うれしさとやりがいを感
じてきました。
　弘済会は「最終受益者はこどもた
ち」の理念のもとに教育振興事業を中
心に活動をしています。福島で学ぶこ
どもたち、そして先生方の笑顔につな
がるよう弘済会事務局でも力を尽くし
ていきたいと思います。どうぞよろし
くお願いいたします。

退任のご挨拶 支部長就任にあたって 専任幹事就任にあたって
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� 　佐々木芳三郎 � 　田中久美子� 　山家　真紀

今年度より就任された参事のみなさんです。よろしくお願いいたします。

（公財）日教弘福島支部
支 部 長　　柴　口　正　武
専任幹事　　佐　藤　英　子
事務局長　　佐　藤　幸　子
主　　任　　宗　形　裕　和

（株）福島教弘
代表取締役　　國　分　俊　樹
業務課長　　宍　戸　清　一
社　　員　　森　　　隆　茂

2026年度
事務局体制
※7月より

（高校担当）
𠮷田　強栄

（会津方部担当）
髙橋　伸明

（県中・県南方部担当）
木幡　博之

（支援学校担当）
田中久美子

（いわき方部担当）
小野　信尚

（相双方部担当）
山家　真紀

（県北方部担当）
佐々木芳三郎

2026年度　参事体制

　今年３月31日をもって福島市立月輪
小学校を最後に退職し、４月１日付を
もちまして弘済会福島支部参事に就任
いたしました。主に県北地区担当とし
て、皆様のお役に立てるよう力を尽く
してまいる所存です。
　弘済会の主軸である教育振興事業
は、「最終受益者は子どもたち」とい
う理念のもと、学校教育の持続的な発
展と子どもたちの健全育成を目指して
おります。私自身、教育現場に身を置
く中で、当会からの助成金を児童図書
の拡充や教育備品の整備、研修活動等
に活用させていただき、限られた予算
の中でその手厚い支援に深く感謝した
経験がございます。今度は私が、学校
現場を支え応援する立場となリまし
た。これまでの教職経験を活かし、微
力ながら学校教育のさらなる充実・発
展に貢献できるよう誠心誠意努めてま
いります。皆様どうぞよろしくお願い
いたします。

　令和８年３月末、福島県立石川支援
学校長を退職し、４月より弘済会福島
支部の参事となりました。県内の特別
支援学校と、県南地区を中心に担当さ
せていただきます。
　新採用の先生方への記念品贈呈に際
しましては、年度初めのご多忙の中、
各校の校長先生方より、ご丁寧な対応
をいただきましたこと、心より感謝申
し上げます。
　在職時代、子どもたちの教育活動を
推進する中で、教職員の研修成果や、
必要な教材購入等には、弘済会から多
大なる支援をいただき、どれほど感謝
したことでしょう。「最終受益者は子
どもたち」という弘済会の理念は、「全
ては子どもたちの未来のために」との
合言葉を掲げて進んできた自身の教育
理念とも合致するものです。今後は外
側から学校や子どもたちを支えていく
立場になったことに、大きな喜びと使
命を実感しております。本年度から
「支援学校応援キャンペーン」の事業
も始まります。これからも皆様と共に
歩んでまいりますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

　３年前に南相馬市立鹿島小学校を定
年退職し、福島県教職員組合に勤めて
おりましたが、縁あってこの４月か
ら、弘済会福島支部の参事として、主
に相双方部を担当させていただいてお
ります。この２ヶ月、新採用の皆様に
記念品をお届けするため、各学校へ伺
い、温かい雰囲気の中で対応していた
だきました。訪問先の学校では、「教
職員研修助成のおかげで、先生方の研
修が進み、現場で生かされる。」、「ス
クールコンサートは子どもたちがとて
も喜んでいた。」など、多くの声をい
ただき感謝すると同時に、改めて「最
終受益者は子どもたち」のスローガン
の下すすめられている弘済会の事業が
意義あるものであることを実感しまし
た。「助け合いの輪を広げる」「未来を
担う子どもたちの健やかな成長を願
う、支える」という教職員の志は、人
類の普遍の願いです。微力ですが、子
どもたちの笑顔のために少しでも貢献
できるよう努めますので、よろしくお
願いいたします。
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2026年度 公益財団法人日本教育公務員弘済会福島支部役員

2026年度（公財）日本教育公務員弘済会福島支部運営委員会・幹事会を開催し
2025年度の事業報告と決算報告を承認し、新役員を選任しました。

役職名 氏　名 所属団体・役職名等
支 部 長 柴口　正武 日教弘福島支部支部長
副支部長 笠原　聡美 福島県小学校長会会長
〃 宍戸　明子 福島県教職員組合副中央執行委員長

専任幹事 佐藤　英子 日教弘福島支部専任幹事
幹　 事 佐藤　厚生 福島県中学校長会会長
〃 丹野　純一 福島県高等学校長協会会長
〃 赤坂　　剛 福島県特別支援学校長会会長
〃 牧田　　実 福島大学人間発達文化学類学類長
〃 佐久間　誠 福島県小学校教育研究会会長
〃 佐藤　秀克 福島県中学校教育研究会会長
〃 寺木　誠伸 福島県都市教育長協議会会長
〃 佐藤　浩哉 福島県町村教育長協議会幹事
〃 橋本　　裕 福島県 PTA連合会会長
〃 日野　　彰 福島県教職員組合双葉支部書記長
〃 安斎　　真 福島県立高等学校教職員組合執行委員長
〃 鈴木　知洋 福島県高等学校教職員組合執行委員長

監 査 旗野　礼子 福島県小学校長会経理部副部長
〃 吉田　純一 福島県教職員組合東白支部
〃 鈴木　真一 福島県教職員組合書記次長

運営委員 渡邉かおり 福島県小学校長会常任理事
〃 仁科　英俊 福島県小学校長会常任理事

役職名 氏　名 所属団体・役職名等
運営委員 渡部　　学 福島県小学校長会常任理事
〃 横山　雄彦 福島県小学校長会常任理事
〃 菅野　泰英 福島県中学校長会副会長
〃 渡邉　定行 福島県中学校長会常任理事
〃 佐藤　義和 福島県中学校長会理事
〃 原田　大輔 福島県高等学校長協会事務局長
〃 菅野　美恵 福島県特別支援学校長会事務局長
〃 佐藤　元樹 福島大学人間発達文化学類学類長補佐
〃 髙橋　健也 福島県小学校教育研究会事務局長
〃 小林　将路 福島県中学校教育研究会事務局長
〃 小川　将広 福島県高等学校教頭会会長
〃 佐々木孝幸 福島県特別支援学校教頭会会長
〃 渡邉　知幸 福島県公立小・中学校教頭会会長
〃 長井　智子 福島県公立小中学校事務研究会副会長
〃 小林　恵子 福島県学校保健会養護教諭部会会長
〃 佐藤　浩昭 福島県 PTA連合会事務局長
〃 渋谷　隆之 福島県教職員組合福島伊達支部
〃 斎藤　昇一 福島県立高等学校教職員組合書記
〃 羽田　真幸 福島県高等学校教職員組合書記次長
〃 二階堂幹夫 日教弘福島支部退職者友の会運営委員

2026年度 教育実践助成事業募集
　学校教育の向上発展に寄与する教育実践に対し
助成金を交付します。
◆部　門
　 学校部門 ��（市町村立小中学校、県立中学校、義務

教育学校、特別支援学校対象）
　� ※過去２年間に応募した学校は応募できません。
　 個人部門・グループ部門  ※以下「個人・グループ部門」�
◆申請の手続きについて
①申請書等送付
　学校部門…対象校すべてに口座振込依頼書を送
付します（募集要項・申請書はすでに送付し
ております）。

　 個人・グループ部門 …個人・グループ部門に応募する
場合には、６月15日～７月12日の期間内に弘済

会事務局に連絡してください。申請希望者に申
請書等を送付します。この部門は高校の教職員
の方も応募できます。
②申請書及び実践資料等の提出
　　送付された申請書等に必要事項を記入し、具
体的な実践内容が分かる必要最小限の資料
（2025年度または2026年度分）を添付し、送
付してください。
　※�資料については、Ａ４仕様の紙ファイルある
いは綴りひもによる製本でお願いします。

●提出期間　2026年７月８日～８月19日
●提 出 先 	学校部門…学校担当LC
		  個人・グループ部門…直接弘済会事務局

◆審査・交付について
　　９月開催予定の教育実践審査会（教育振興事
業選考委員会）にて審査し、交付いたします。
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■予算編成方針
　公益財団法人としての財務基準「公益目的事業費比率」「遊休財産の保有制限」「収支相償の原則」等を踏ま
えるとともに、本部方針に基づいて予算編成を行いました。
　○公益目的事業費比率……総事業費の70％以上を公益目的事業に充てる。
　○遊休財産の保有制限……遊休財産は１年以内に公益目的事業に支出する。
　○収支相償の原則…………次期繰越金が出ないように収入と支出を同じにする。

事 業 活 動 収 入

本部交付金 103,694,000 事業資金
特定交付金 15,779,353 特定交付金
事 業 収 入 15,000,000 浅香荘売却益等より
基本財産利息収入 216,000 利息
特定資産利息収入 15,000 利息
雑　収　入 349,000 利息
退職預金取崩収入 3,618,000

活　動　収　入　計 138,671,353

事 業 活 動 支 出

教育振興費 104,734,000
給 付 奨 学 金 22,000,000 高校生への給付奨学金
研 究 助 成 金 9,000,000 教育団体助成金等
実 践 研 究 助 成 金 9,000,000 教育実践助成金
研 修 助 成 金 8,000,000 研修支援
教育文化助成金 13,650,000 児童生徒対象の教育文化等
教育文化振興費 3,350,000 スクールコンサート
人 件 費 26,827,000 給料等
そ の 他 諸 経 費 12,907,000 印刷製本費、通信運搬具他

福祉事業費 22,495,000 各種福祉事業費、人件費他
管　理　費 6,582,500 人件費、退職金、会議費他
予 備 費 他 4,859,853 予備費、退職積立金

事 業 活 動 支 出 計 138,671,353

2025年度事業報告

2026年度収支予算

【教育振興事業】
●奨学事業
　高校生給付奨学金 119名 17,850,000円
　大学給付奨学金（本部） 5名 7,200,000円
　貸与奨学金（本部） 27名 23,000,000円
●教育実践究助成金
　教育実践 学校　126校 8,550,000円

個人　　9名 160,000円
●教育研修助成金
　教職員研修 175校 8,560,000円
●教育研究助成金
　教育物品寄贈 25校 3,693,432円
　統合校支援 4校 400,000円
　教育研究団体 16団体 3,300,000円
●教育文化助成金
　児童生徒対象の教育文化 237校 11,680,000円
　小規模県立高校対象 8校 1,150,000円
　へき地学校教育支援 5校 250,000円
　教育文化（地域・団体） 8団体 540,000円
　子どもの居場所 36団体 1,760,000円
●教育文化振興費
　スクールコンサート 20校 3,341,116円

【福祉事業】
●福利厚生助成事業
　結婚祝 118名 1,180,000円
　出産祝 179名 1,790,000円
　がん検診 409名 1,093,000円
　リフレッシュ助成 1,643名 7,961,000円
　間違い探し 490名 1,470,000円
　ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用券

298件 1,356,000円
　ハワイアンズ 150件 247,500円
　30歳誕生祝 168件 840,000円
●友の会事業
　人間ドック 37名 185,000円
　友の会リフレッシュ 77名 231,000円
　ハワイアンズ 100件 165,000円
　地区別友の会 3件 423,700円
●宿泊助成事業
　県指定 1,251名 3,753,000円
　日教弘指定 231名 693,000円

【共済事業】
●死亡共済金 101名 457,683,307円
●入院給付金 1,634名 136,409,456円
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事由発生時かつ助成金振込時に
右記のいずれかに加入していること

2026年４月１日現在65歳以下の方で
◦新教弘保険Ａ・Ｂ型・ユース教弘保険10口以上
◦教弘保険Ｓ型・Ｋ型５口以上
◦教弘保険（１種～４種）６口以上

申請型福祉事業のご案内

結婚祝金 申請期限：入籍日より１年 出産祝金 期限：出産日より１年1万円 1万円

※2026年度「友の会」の方は該当になりません。

申請期限：受診日が属する年度の年度末（３月末）
対象：肺がん（NEW）検診・前立腺がん検診・乳がん検診・子宮がん検診
　　　上記の検診の内、１つを受診の場合には２千円の助成、２つ以上を受診した場合は３千円を助成します。

リフレッシュ助成

がん検診助成（※人間ドックは助成対象外です）

◦申請書・詳細は…�『弘済会福島支部2026年度事業のご案内』及び弘済会福島支部ホームページをご覧ください。
（ 弘済会　福島支部  で検索）

年度内１回限り

　　　　　　１　予約してから１週間前までに申請書を FAX、又は郵送で送付してください。
　　　　　　２　弘済会から送られた宿泊利用券を宿泊当日にフロントに提出してください。
※オンライン等での事前支払いや旅行会社のクーポン券での支払いの場合、利用券は使用できませんのでご了承ください。

■県支部指定施設（県内13施設） ■日教弘指定宿泊施設（全国）

宿泊利用券 （会員一人につき家族を含め年度内５枚まで）

ご利用の
しかた

２千円２千円またはまたは

３千円３千円

３千円３千円またはまたは

５千円５千円

１泊１泊
３千円３千円

対象：2026年４月１日～８月31日までに利用した、レジャー施設利用料・スポーツ観戦料など
申請期限：2026年９月18日（必着）

　これまでは、宿泊の予約をした上で、宿泊１週間前までに郵送等により宿泊利用券が発行されました。
それをフロントでの支払いの際に提出することで3,000円の割引が行われました。
　それが次年度からは、宿泊施設で「領収証」または「宿泊証明書」（場合によっては両方）を受け取り、そ
れをデータ化してWeb上で申請を行います。その後助成金が東邦銀行県庁支店〈けやき〉の口座等へ振り
込まれます。Web上での申請の際は、管理システム改変の際に、会員一人一人に設定された「マイページ」
を利用することになります。

日教弘の会員管理システムが強化されるとともに、次年度から宿泊助成の
申請方法等が変わります。今後３回にわたり、会報を通じてその変更点に
ついてシリーズでお知らせいたします。変わる宿泊助成変わる宿泊助成

シリーズシリーズ
１

事前の申請	 ➡	 事後の申請
紙による申請	 ➡	 Webによる申請

宿泊利用券はなくなります！
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日　　時 会　場　名 ジブラルタ生命担当営業所

７月18日（土）

第１部
10：00～11：00

第２部
11：10～12：00

ウィル福島　セミナールームⅠ・Ⅱ 福島第一・第三営業所
024（534）7765

７月25日（土） 安積総合学習センター　会議室 郡山第一・第二・第三・第四営業所
024（991）6341

７月26日（日） 南相馬市情報交流センター　会議室 南相馬営業所
0244（23）4689

８月１日（土） アピオスペース　会議室 会津営業所
0242（37）7581

８月２日（日） 白河市産業プラザ　研修室 白河営業所
0248（23）2968

８月８日（土） いわきニュータウンセンタービル　会議室 いわき第二・第四営業所
0246（28）8861

※当セミナーは公正中立な立場から情報を提供するもので、セミナー中に個別商品のご案内やセールスは行いません。
※参加者数が10名未満となる場合は、延期もしくは中止となる場合がございます。
　また、講師は当日変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

MD-2024-064

講師 司法書士　上木 拓郎
アンド・ワン司法書士法人
アンド・ワン行政書士法人　代表
縁ディングノート協会　理事

著書には「生前から始める「えんまん
相続」のすすめ」や「相続コンサルタント
のためのはじめての家族信託」。
全国から依頼が集まる人気司法書士。

ステップ１ プランを“つくる”
▪リタイアメント・ライフのお金の出どころ
▪日本人の平均余命
▪リタイアメント・ライフのお金のつかいみち

ステップ２ 現状やこれからを“知る”
▪公的年金制度のしくみ
▪入院するとどんなお金がかかる？
▪公的介護保険の概要
▪相続の悩み

ステップ３ 解決のために“行動する”
▪家計支出の改善策
▪金利と受取額の推移
▪どんな金融商品があるの？
▪金融商品のチェックポイントの一例

□ 国が公認する相続税の減税対策をやってますか？
□ 誤った生前贈与をした結果、思わぬ税金が…
□ 親の資産を動かすのにどうして毎年24万円もかかるの？
□ 遺言だけでは準備不足？最近の社会問題を知ってますか？

第１部
10：00～11：00

第２部
11：10～12：00

参加無料
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　生命保険について次のような言葉があります。
　「生命保険は、命と健康をかけた “不幸クジ”」
� ― 萩原博子さんの本より

　ニーズ喚起とは「なぜ、あなたはここでお金
を捨てて生命保険を買わなければいけないの
か」を説明すること。
� ― ジブラルタ生命初代社長のスピーチより

　「生命保険とは、契約者が一定の保険料を支
払うことで、死亡や高度障害などのリスクに備
え、契約者やその家族に保険金が支払われる仕
組みのことを指します。これは、経済的な安心
を提供する手段として広く利用されています。」
� ― copilot で検索

生命保険は助け合いの精神が基本
　わたしたちは、生活していく中で、さまざま
なリスクに囲まれています。火災や地震、交通
事故、ケガ、病気などです。そして最大のリス
クは災害や事故または病気等で突然に人生を終
えることでしょう。生命保険などは不幸にして
そのようなリスクが現実となった時、本人また
は家族に対する金銭的・精神的ダメージを最小
限にするためのものです。そのためにお金を互
いに出し合って助け合うという仕組みが納得で
きるので、保険は成立しています。

生命保険と自動車保険は兄弟
　自動車保険の第一の意義は死亡事故を起こし
た場合の対処です。次の３つの特徴があります。
⃝めったに起きない。
　⇒�人身での死亡事故をおこす可能性は非常に
低い。

⃝いつ起きるかがわからない。
　⇒�運転をしている限り、日時や場所などは予
想できない。

⃝基本的に自己資金だけでは対応できない。
　⇒「対人無制限」保障がほとんど。
　年齢等の理由で免許を返納し車の運転を終え
た人が「保険料が無駄になった」とは考えませ
ん。人身事故を起こさなかったことを感謝する
のではないでしょうか。生命保険も同じです。

最悪の場合のセーフティネットと
しての生命保険定期保険

「めったに起きない」・「いつ起きるかわからな
い」・「残された家族のための最小限のセーフ
ティネットがほしい」という場合に備える保険
が生命保険（定期保険＝掛け捨て保険）です。
貯蓄とは本質が全く違うため「解約払戻金」は
ありませんが、貯蓄では不可能な多額のお金を
残せます。万一の場合のお互いの助け合いを
ベースにした保険です。

保険金額は最悪の場合への対応を
想定します。
⃝子どもが一人前になるまでの教育資金・生活
資金の補填
⃝高度な障害を負い、働くことが困難になった
場合の生活資金の保障等
　上記が保険金を設定する要素になります。十
分な保障を確保してから、貯蓄型保険やNISA
口座を活用した運用を検討しましょう。

弘済会のユース・新教弘保険の特徴
⃝定期保険です。
　一定期間にわたって死亡保障を提供する生命
保険です。契約期間終了後には保障がなくな
るのが特徴です。65歳が終了になります。解
約返戻金がないため、保険料は安くなります。
⃝平準型
　保険料が一定期間変化しません。男女の性別
による違いもありません。一般の生命保険は
年齢や性別によって保険料が異なります。
⃝公益性
　契約者配当金が公益事業である教育振興事業
に使われています。
⃝福祉性
　加入者は宿泊助成などの福祉事業を利用する
ことができます。

生命保険について考えてみましょう生命保険について考えてみましょう


